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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月25日(2016.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼吸に適した乾燥粒子からなる処理可能な乾燥粉末からなる密封されたレセプタクルで
あって、前記呼吸に適した乾燥粒子が、ナトリウム塩、任意の賦形剤、および１つ以上の
治療剤からなり、前記治療剤の少なくとも１つが疎水性であり、前記処理可能な乾燥粉末
が、５ミクロン以下の体積幾何中位径（ＶＭＧＤ）および０．１ｇ／ｃｍ３超～約１．０
ｇ／ｃｍ３の嵩密度を有する、密封されたレセプタクル。
【請求項２】
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　疎水性の治療剤がイトラコナゾールである、請求項１記載の密封されたレセプタクル。
【請求項３】
　前記ナトリウム塩が、クエン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、乳酸ナトリウム、硫酸ナ
トリウム、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１または２記載
の密封されたレセプタクル。
【請求項４】
　前記賦形剤が、１つ以上のアミノ酸、１つ以上の炭水化物、１つ以上の糖アルコール、
およびそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項１～３いずれか記載の密封
されたレセプタクル。
【請求項５】
　前記処理可能な乾燥粉末が、約１秒以下に１個の速度で複数のレセプタクル内に充填さ
れる、請求項１～４いずれか記載の密封されたレセプタクル。
【請求項６】
　前記レセプタクルの少なくとも８０％が、標的充填重量の８５％～１１５％以内で充填
される、請求項５記載の密封されたレセプタクル。
【請求項７】
　前記乾燥粉末が、約５ミクロン以下の質量中央空気力学径（ＭＭＡＤ）を有する、請求
項１～６いずれか記載の密封されたレセプタクル。
【請求項８】
　前記呼吸に適した乾燥粒子が、噴霧乾燥されたものである、請求項１～７いずれか記載
の密封されたレセプタクル。
【請求項９】
　呼吸器疾患の治療のための医薬の製造のための処理可能な乾燥粉末であって、前記処理
可能な乾燥粉末が呼吸に適した乾燥粒子からなり、前記呼吸に適した乾燥粒子が、ナトリ
ウム塩、任意の賦形剤、および１つ以上の治療剤からなり、前記治療剤の少なくとも１つ
が疎水性であり、前記処理可能な乾燥粉末が、５ミクロン以下の体積幾何中位径（ＶＭＧ
Ｄ）および０．１ｇ／ｃｍ３超～約１．０ｇ／ｃｍ３の嵩密度を有する、処理可能な乾燥
粉末。
【請求項１０】
　前記呼吸器疾患が、真菌感染により引き起こされる、請求項９記載の処理可能な乾燥粉
末。
【請求項１１】
　気道感染病の治療のための医薬の製造のための処理可能な乾燥粉末であって、前記処理
可能な乾燥粉末が呼吸に適した乾燥粒子からなり、前記呼吸に適した乾燥粒子が、ナトリ
ウム塩、任意の賦形剤、および１つ以上の治療剤からなり、前記治療剤の少なくとも１つ
が疎水性であり、前記処理可能な乾燥粉末が、５ミクロン以下の体積幾何中位径（ＶＭＧ
Ｄ）および０．１ｇ／ｃｍ３超～約１．０ｇ／ｃｍ３の嵩密度を有する、処理可能な乾燥
粉末。
【請求項１２】
　前記感染病が、真菌感染により引き起こされる、請求項１２記載の処理可能な乾燥粉末
。
【請求項１３】
　前記呼吸に適した乾燥粒子が、５１重量％未満のナトリウム塩、５０重量％未満の賦形
剤、および２５重量％以上の治療剤からなる、請求項１記載のレセプタクル。
【請求項１４】
　前記ナトリウム塩が硫酸ナトリウムであり、前記賦形剤がロイシンであり、前記治療剤
がイトラコナゾールであり、前記呼吸に適した乾燥粒子が、約３５重量％の硫酸ナトリウ
ム、約５０重量％のイトラコナゾール、および約１５重量％のロイシンからなる、請求項
１３記載のレセプタクル。
【請求項１５】
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　前記ナトリウム塩が塩化ナトリウムであり、前記賦形剤がロイシンであり、前記治療剤
がイトラコナゾールであり、前記呼吸に適した乾燥粒子が、約４０重量％の塩化ナトリウ
ム、約５０重量％のイトラコナゾール、および約１０重量％のロイシンからなる、請求項
１３記載のレセプタクル。
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